
三田市建築物の耐震改修の計画の認定等に関する要綱 
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第１章 総則 

（目的） 

第１条 この要綱は、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２

３号。以下「法」という。）の施行に関し、建築物の耐震改修の促進に関する法律

施行令（平成７年政令第４２９号。以下「政令」という。）、建築物の耐震改修の

促進に関する法律施行規則（平成７年建設省令第２８号。以下「省令」という。）

及び三田市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則（平成２６年三田市規

則第１８号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるも

のとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において使用する用語の定義は、法、政令、省令、規則において

使用する用語の例による。 

（建築物耐震評価者） 

第３条 規則第２条に規定する建築物耐震評価者は、次の各号に掲げるものとする。 

(1) 公益財団法人兵庫県住宅建築総合センター 

(2) 既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に参加する団体の

うち、当該委員会に登録された耐震判定委員会（耐震診断の結果及び耐震改修

計画に関する判定・評価等を行う委員会をいう。）を設置しているもの 

(3) 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２０条第１号の認定に係る性能

評価を行う者として、国土交通大臣が指定する団体 

(4) 建築物の地震に対する安全性に関する評価を行う技術的能力について、前号



の団体と同等以上の能力を有すると市長が認めるもの 

   第２章 耐震診断結果の報告 

（耐震診断の結果を証する書類） 

第４条 規則第２条に規定する耐震診断の結果を証する書類は、次の各号に掲げる

ものとする。ただし、建築物耐震評価者の評価の必要がない小規模な建築物とし

て市長が認めるものについてはこの限りでない。 

(1) 法第７条又は法附則第３条第１項の規定により行う耐震診断の評価書（建築

物耐震評価者が、技術指針事項（法第１２条第１項に規定する技術指針事項を

いう。以下同じ。）に適合した耐震診断であると評価したことを証する書類をい

う。以下同じ。）の写し 

(2) 前号の耐震診断（次項の耐震改修及び第３項の増築等の工事を含む。）を実施

した建築物に関する建築物状況確認書（建築士法（昭和２５年法律第２０２号）

第３条第１項、第３条の２第１項、第３条の３第１項に規定する建築物又は同

法第３条の２第３項（同法第３条の３第２項において準用する場合を含む。）の

規定に基づく条例に規定する建築物について、それぞれ当該各条に規定する建

築士（以下「建築物状況確認資格者」という。）が、法第７条又は法附則第３条

第１項に基づく報告（以下「耐震診断結果の報告」という。）を行う建築物の地

震に対する安全性が、耐震診断の実施以後も変わっていないことを確認した書

類をいう。以下同じ。） 

２ 耐震診断結果の報告を行う前に、当該報告を行おうとする建築物の耐震改修を

行った部分にあっては、次の各号に掲げる書類をもって前項第１号の書類とする

ことができる。 

(1) 当該耐震改修を行った部分に関する耐震改修計画の評価書（建築物耐震評価

者が、技術指針事項に適合した耐震改修の計画（省令第５条第１項各号のいず

れかに掲げる者が策定したものに限る。以下同じ。）であると評価したことを証

する書類をいう。以下同じ。）の写し 

(2) 前号の耐震改修を行った部分に関する工事実施確認書（耐震改修の計画どお

りに工事が行われたことを確認した書類（当該工事部分について建築物状況確

認資格者と同等の資格を有する者が確認したものに限る。）をいう。以下同じ。） 

３ 耐震診断結果の報告を行おうとする建築物のうち、昭和５６年６月１日以後に

増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替え（以下「増築等」という。）の工



事に着手した部分（平成１７年６月１日以後に増築等の工事（政令第３条各号に

掲げるものを除く。）に着手したもののうち、建築基準法施行令（昭和２５年政令

第３３８号）第１３７条の１４第１号に定める建築物の部分（以下この項におい

て「独立部分」という。）が２以上ある建築物にあっては、当該増築等をする独立

部分を含む。第２４条第３項において同じ。）にあっては、当該増築等の工事に係

る確認済証等の写し及びこれに係る検査済証等の写しをもって第１項第１号の書

類とすることができる。 

４ 時刻歴応答計算により検証し、その構造方法について建築基準法の一部を改正

する法律（平成１０年法律第１００号）による改正前の建築基準法（以下「旧建

築基準法」という。）第３８条の規定に基づく建設大臣の認定を受けて建築された

建築物（以下「時刻歴応答計算検証建築物」という。）にあっては、同条の規定に

よる認定書の写し並びに当該認定を受けた建築計画に係る確認済証等の写し及び

これに係る検査済証の写しをもって第１項第１号の書類とすることができる。 

（耐震診断の結果を証する書類に関する経過措置） 

第５条 要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断又

は耐震改修計画の策定が規則の施行前に行われた場合にあっては、建築物状況確

認資格者と同等の資格を有する者が、当該耐震診断又は当該耐震改修の計画を技

術指針事項に適合したものであると確認したことを証する耐震診断結果確認書を

もって前条第１項第１号の書類に代えることができる。 

２ 前項の規定による書類を添えて、耐震診断結果の報告を行う場合において、市

長が当該報告の内容を審査する必要があると認めるときは、当該報告に係る建築

物の所有者に対し、構造計算書等の建築物の地震に対する安全性を確認できる書

類の提出を求めることができる。 

（耐震診断結果の報告に係る図書） 

第６条 耐震診断結果の報告は、省令別記第 1 号又は省令別記第２１号様式の正本

及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて行わなければならない。 

共通 

図書 

(1) 添付図書一覧表（耐震診断結果の報告） 

(2) 省令第３３条第１項に規定する図書のうち、付近見取図、配置図及び各

階平面図 

(3) 外観写真 



(4) 建築基準法第６条第１項又は同法第１８条第３項の規定により、当該報

告に係る建築物に対して交付されたすべての確認済証の写し及びそれに

係る検査済証の写し 

(5) 建築物状況確認書 

(6) 建築物状況確認資格者の資格が確認できる書類 

(7) その他市長が必要と認めるもの 

区分 耐震診断を行った部分 耐震改修を行った部分 

新耐震基準に

適合する部分 

選択 

図書 

(1) 耐震診断結果表 

(2) 耐震診断の評価書

の写し 

(3) 耐震診断の実施者

の資格が確認できる

書類 

(4) 耐震診断の実施者

が省令第５条第１項

の規定による登録資

格者講習を修了した

ことを確認できる書

類 

(1) 耐震診断結果表 

(2) 耐震改修計画の評価書の

写し 

(3) 耐震改修計画の策定者の

資格が確認できる書類 

(4) 耐震改修計画の策定者が

省令第５条第１項の規定によ

る登録資格者講習を修了した

ことを確認できる書類 

(5) 前条第２項第２号に規定

する工事実施確認書 

(6) 前条第２項の改修工事の

実施を確認した者の資格が

確認できる書類 

(1) 前条第３項

に規定する確

認済証等の写

し及び検査済

証等の写し 

２ 規則の施行前に当該報告に係る建築物の耐震診断又は耐震改修に着手している

ものにあっては、次の表に掲げる図書をもって前項に掲げる図書に代えることが

できる。 

共通 

書類 

(1) 添付図書一覧表（耐震診断結果の報告） 

(2) 省令第３３条第１項に規定する図書のうち、付近見取図、配置図及び各

階平面図 

(3) 外観写真 



(4) 建築基準法第６条第１項又は同法第１８条第３項の規定により、当該報

告に係る建築物に対して交付されたすべての確認済証の写し及びそれに

係る検査済証の写し 

(5) 規則の施行前に当該耐震診断又は耐震改修に着手したことが確認でき

る書類 

(6) 建築物状況確認書 

(7) 建築物状況確認資格者の資格が確認できる書類 

(8) 前条第２項に規定する構造計算書等（市長が必要と認める場合に限

る。） 

区分 耐震診断を行った部分 耐震改修を行った部分 

選択 

書類 

(1) 耐震診断結果表 

(2) 前条第１項に規定する耐震

診断結果確認書 

(3) 耐震診断が技術指針事項に

適合したものであると確認し

た者の資格が確認できる書類 

(1) 耐震診断結果表 

(2) 前条第１項に規定する耐震診断結

果確認書 

(3) 耐震改修の計画が技術指針事項に

適合したものであると確認した者の

資格が確認できる書類 

(4) 第４条第２項第２号に規定する工

事実施確認書 

(5) 第４条第２項の耐震改修工事の実

施を確認した者の資格が確認できる

書類 

（報告に係る追加説明） 

第７条 市長は、前条に基づき提出される図書によって、法第７条又は法附則第３

条第１項により報告のあった耐震診断が技術指針事項に適合していることを判断

できない場合にあっては、報告者に追加の説明を求めることができる。 

第３章 耐震改修の計画の認定 

（建築物の耐震改修の計画の認定の申請に係る添付書類） 

第８条 建築物の耐震改修の計画の認定の申請に係る添付書類として、規則第４条

に規定する国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類は、法第



１７条第３項の認定を受けようとする耐震改修計画の評価書の写しとする。 

（計画の認定申請に係る図書） 

第９条 耐震関係規定に適合するものとして法第１７条第３項の計画の認定を受け

ようとする者は、省令別記第５号様式による申請書の正本及び副本（同項の計画

の認定を受けようとする改修計画が建築基準法第６条第１項の規定による確認又

は同法第１８条第２項の規定による通知（以下「建築確認等」という。）を要する

場合にあっては、副本２通）に、それぞれ次の各号に掲げる書類を添えて、これ

らを市長に提出するものとする。 

(1) 省令第２８条第１項の表の（い）欄及び（ろ）欄に掲げる図書 

(2) 添付図書一覧（耐震改修の計画の認定） 

(3) 外観写真 

(4) 建築基準法第６条第１項又は同法第１８条第３項の規定により、当該認定に

係る建築物に対して交付されたすべての確認済証の写し及びそれに係る検査済

証の写し 

(5) 法第１７条第３項の規定に基づく認定を受けようとする改修計画が建築確認

等を要するものであるか判断できる図書 

(6) 法第１７条第３項第３号から第６号までに掲げる基準に適合するものとして

同項の計画の認定を受けようとする場合は、省令第２８条第３項から第６項ま

でに規定する様式（省令別記第７号様式から別記第１０号様式まで）の正本及

び副本に、それぞれ同項に規定する図書及び書類を添えたもの 

(7) その他市長が必要と認める図書 

２ 地震に対する安全上これに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合

するものとして法第１７条第３項の計画の認定を受けようとする者は、木造の建

築物又は木造と木造以外の構造とを併用する建築物にあっては省令別記第５号様

式による申請書の正本及び副本並びに省令別記第６様式による正本及び副本に、

木造の構造部分を有しない建築物については省令別記第５号様式による申請書の

正本及び副本に、それぞれ次の各号に掲げる書類及び図書を添えて、これらを市

長に提出するものとする。 

(1) 前条に規定する評価書の写し 

(2) 省令第３３条第１項第１号に規定する図書のうち、付近見取図、配置図及び

各階平面図 



(3) 前項第２号から第７号までに掲げる図書及び書類 

３ 法第１７条第１０項の規定により確認済証の交付があったものとみなされるも

のとして同条第３項の計画の認定を受けようとする者は、第１項又は第２項の申

請書の正本及び副本に、建築基準法第６条第１項の規定による確認の申請書又は

同法第１８条第２項の規定による通知に要する通知書を添えて、市長に提出する

ものとする。 

４ 前３項に規定する図書は併せて作成することができる。 

５ 高さが６０メートルを超える建築物に係る法第１７条第３項の計画の認定の申

請書にあっては、省令第２８条第１項の表の（ろ）項の規定に関わらず、同項に

掲げる図書のうち構造計算書を添えることを要しない。この場合においては、建

築基準法第２０条第１号の認定に係る認定書の写しを添えるものとする。 

６ 省令第２８条第３項の認定の申請書にあっては、建築基準法第２０条第１号の

認定に係る認定書の写しを添えた場合には、建築基準法施行規則（昭和２５年建

設省令第４０号）第１条の３第１項の表１の（は）項及び同項の表３の（ろ）欄

に掲げる構造計算書を添えることを要しない。 

（認定申請の時期） 

第１０条 法第１７条第１項の認定申請は、当該申請に係る工事の着手前に行わな

ければならない。 

（認定申請に係る追加説明） 

第１１条 市長又は建築主事は、第９条に基づき提出される図書によって、法第１

７条第３項の計画の認定を受けようとする改修計画が、同項に規定する認定の基

準に適合していることを判断できない場合にあっては、申請者に追加の説明を求

めることができる。 

（標準処理期間） 

第１２条 計画の認定に係る審査の標準的な処理期間は、次の各号に掲げるものと

する。ただし、前条の規定により追加の説明等を求め、回答があるまでの日数は

当該処理期間に含まないものとする。 

(1) 認定申請を受理した日から１４日以内の期間 

(2) 認定申請を行おうとする改修計画が建築確認等を要する場合においては、前

号の期間に、建築基準法第６条第１項第４号に掲げるものにおいては７日、そ

れ以外においては３５日を加えた期間 



（認定申請の取下げ） 

第１３条 申請者は、計画の認定を受ける前に当該認定の申請を取り下げようとす

るときは、認定申請取下げ届を市長に提出するものとする。 

（計画の認定をしない旨の通知） 

第１４条 市長は、計画の認定をしないことを決定したときは、認定をしない旨の

通知書により、申請者に通知するものとする。 

（計画の変更） 

第１５条 第８条から前条までの規定は法第１８条の規定による計画の変更につい

て準用する。この場合において、第９条中「省令別記第５号様式」とあるのは「計

画変更認定申請書」と読み替えるものとする。 

２ 市長は、法第１８条第２項において準用する法第１７条第３項の規定により計

画の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。 

３ 前項の通知は、計画変更認定通知書に計画変更認定申請書の副本を添えて行う

ものとする。 

（計画の軽微な変更） 

第１６条 認定事業者は、省令第３２条の規定による軽微な変更を行うときは、速

やかに、計画の軽微な変更届を市長に提出しなければならない。 

（計画認定建築物に係る報告の徴収） 

第１７条 認定事業者は、法第１９条の規定により耐震改修の状況について報告を

求められたときは、建築物状況報告書を市長に提出しなければならない。 

（改善命令） 

第１８条 法第２０条の規定による改善命令は、改善命令書により行うものとする。 

（計画の認定の取消し） 

第１９条 法第２１条の規定による計画の認定の取消しは、認定取消し通知書によ

り行うものとする。 

（計画の認定に係る工事の取り止め） 

第２０条 認定事業者は、計画の認定を受けた計画に係る工事を取り止めようとす

るときは、工事取り止め届を市長に提出しなければならない。 

（工事完了の報告） 

第２１条 認定事業者は、計画認定建築物の計画に係る工事が完了したときは、速

やかに、その旨を市長に報告するものとする。 



２ 前項の報告は、工事完了報告書に次の各号に掲げる書類を添えて行うものとす

る。 

(1) 耐震改修工事の作業状況及び完成状況がわかる写真 

(2) 建築確認等を要する場合にあっては、計画認定建築物に係る建築基準法第７

条第５項又は同法第１８条第１６項に規定する検査済証の写し 

（工事の検査等） 

第２２条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、認定事業者が計

画の認定を受けた計画に従った耐震改修を行っているか確認する必要があると認

めるときは、現地調査その他の必要な措置をとることができる。 

（認定等の証明） 

第２３条 計画認定建築物であることの証明を受けようとする者は、証明願の正本

及び副本を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の証明願が提出されたときは、証明を求められた内容が台帳の記

載事項と相違ないことを確認した上で、証明するものとする。 

   第４章 建築物の安全性に係る認定 

（確認済証等） 

第２４条 規則第５条第１項に規定するその他の法令の規定により当該確認済証の

交付があったものとみなされる場合におけるその旨を証する書類は、次の各号の

いずれかに該当するものとする。 

(1) 法第１７条第３項の規定に基づく認定に係る通知書 

(2) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成９年法律第４

９号）第５条第１項の規定に基づく認定に係る通知書 

(3) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第

９１号）第１７条第３項の規定に基づく認定に係る通知書 

(4) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号）第６条

第１項に規定に基づく認定に係る通知書 

(5) 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第８４号）第１０条第

１項の規定に基づく認定に係る通知書 

２ 規則第５条第１項に規定する確認済証の写し又は前項に掲げる書類の写しの提

出ができない場合にあっては、当該書類が交付されたことを確認できる書類（確

認済証等で確認すべき事項として市長が必要と認める事項が記載されたものに限



る。）の写しをもって代えることができる。 

（建築物の地震に対する安全性の認定の申請に係る添付書類） 

第２５条 建築物の地震に対する安全性の認定の申請に係る添付書類として、規則

第５条第２項に規定する国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する

書類は、次の各号に掲げるものとする。ただし、建築物耐震評価者の評価の必要

がない小規模な建築物として市長が認めるものについてはこの限りではない。 

(1) 法第２２条第２項に基づく認定を受けようとする建築物に係る耐震診断の評

価書の写し 

(2) 前号の建築物に関する建築物状況確認書 

２ 省令第３３条第２項第１号の図書を添えて法第２２条第１項に規定する認定の

申請を行う前に、当該申請を行おうとする建築物の耐震改修を行った部分にあっ

ては、次の各号に掲げる書類をもって前項第１号の書類とすることができる。 

(1) 当該耐震改修を行った部分に関する耐震改修計画の評価書の写し 

(2) 前号の耐震改修を行った部分に関する工事実施確認書 

３ 法第２２条第２項に基づく認定を受けようとする建築物のうち、昭和５６年６

月１日以後に増築等の工事に着手した部分にあっては、当該増築等の工事に係る

確認済証等の写し及びこれに係る検査済証等の写しをもって第１項第１号の書類

とすることができる。 

４ 時刻歴応答計算検証建築物にあっては、旧建築基準法第３８条の規定による認

定書の写しをもって第１項第１号の書類とすることができる。 

５ 兵庫県が実施するわが家の耐震改修促進事業（住宅耐震改修工事費補助）の補

助金交付を受けて耐震改修工事を行った建築物（県土整備部補助金交付要綱別表

に定める部分改修型工事及び居室耐震型改修工事を行ったものを除く。）にあって

は、当該補助金の交付があったことを確認できる書類をもって第１項第１号の書

類とすることができる。 

 （認定申請に係る図書） 

第２６条 耐震関係規定に適合するものとして法第２２条第２項の認定を受けよう

とする者は、省令別記第１２号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ次

の各号に掲げる図書を添えて、これらを市長に提出するものとする。 

 (1) 添付図書一覧（地震に対する安全性に係る認定） 

 (2) 外観写真 



 (3) 建築物状況確認書 

 (4) 建築物状況確認資格者の資格が確認できる書類 

 (5) 規則第５条第１項に規定する確認済証等 

 (6) 省令第２８条第１項の表の（ろ）項及び省令第３３条第１項の表に掲げる図

書、又は省令第３３条第１項第２号に規定する国土交通大臣が定める書類とし

て定められた検査済証の写し及びこれに係る確認済証の写し並びに省令第３３

条第１項第１号に規定する図書のうち付近見取図、配置図及び各階平面図のい

ずれかの図書 

２ 省令第３３条第２項第１号の方法により、地震に対する安全上これに準ずるも

のとして国土交通大臣が定める基準に適合するものとして法第２２条第２項の認

定を受けようとする者は、木造の建築物又は木造と木造以外の構造とを併用する

建築物にあっては省令別記第１３号様式による申請書の正本及び副本並びに省令

別記第６号様式による正本及び副本に、木造の構造部分を有しない建築物につい

ては省令別記第１３号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲

げる書類を添えて、これらを市長に提出するものとする。 

共通 

書類 

(1) 添付図書一覧表（地震に対する安全性に係る認定） 

(2) 省令第３３条第１項第１号に規定する図書のうち、付近見取図、配置

図及び各階平面図 

(3) 外観写真 

(4) 建築基準法第６条第１項又は同法第１８条第３項の規定により、当該

建築物に対して交付されたすべての確認済証の写し及びそれに係る検査

済証の写し（省令第３３条第１項第２号の図書を添えて法第２２条第１

項の認定申請を行う場合は不要） 

(2) 建築物状況確認書 

(3) 建築物状況確認資格者の資格が確認できる書類 

区分 耐震診断を行った部分 耐震改修を行った部分 

新耐震基準（昭和５６

年６月１日以降）に適

合する部分 

 

(1) 耐震診断結果表 

(2) 前条第１項第１号

(1) 耐震診断結果表 

(2) 前条第２項に規定

(1) 前条第３項に規

定する書類 



 

選択 

書類 

に規定する評価書の

写し 

(3) 耐震診断の実施者

の資格が確認できる

書類 

(4) 耐震診断の実施者

が省令第５条第１項

の規定による登録資

格者講習を修了した

ことを確認できる書

類 

する耐震改修計画の

評価書の写し及び工

事実施確認書又は同

条第５項に規定する

書類 

(3) 耐震改修計画の策

定者の資格が確認で

きる書類 

(4) 耐震改修計画の策

定者が省令第５条第

１項の規定による登

録資格者講習を修了

したことを確認でき

る書類 

(5) 前条第２項の耐震

改修工事の実施を確

認した者の資格が確

認できる書類 

３ 省令第３３条第２項第２号の方法により、地震に対する安全上これに準ずるも

のとして国土交通大臣が定める基準に適合するものとして法第２２条第２項の認

定を受けようとする者は、省令別記第１２号様式による申請書の正本及び副本に、

それぞれ次の各号に掲げる図書を添えて、これらを市長に提出するものとする。 

 (1) 添付図書一覧（地震に対する安全性に係る認定） 

 (2) 省令第３３条第１項第１号に規定する図書のうち付近見取図、配置図及び各

階平面図 

(3) 省令第３３条第２項第２号に規定する国土交通大臣が定める書類として定め

られた検査済証の写し及びこれに係る確認済証の写し 

(4) 建築物状況確認書 

(5) 建築物状況確認資格者の資格が確認できる書類 

（認定申請に係る追加説明） 

第２７条 市長は、前条に基づき提出される図書によって、法第２２条第２項の規



定による建築物の地震に対する安全性に係る認定（以下「基準適合認定」という。）

を受けようとする建築物が耐震関係規定又は同項に規定する基準に適合している

ことを判断できない場合にあっては、申請者に追加の説明を求めることができる。 

（標準処理期間） 

第２８条 基準適合認定に係る審査の標準的な処理期間は、認定申請を受理した日

から１４日以内の期間とする。ただし、前条の規定により追加の説明等を求め、

回答があるまでの日数は当該処理期間に含まないものとする。 

（認定申請の取下げ） 

第２９条 申請者は、基準適合認定を受ける前に当該認定の申請を取り下げようと

する場合は、地震に対する安全性に係る認定申請取下げ届を市長に提出するもの

とする。 

（基準適合認定をしない旨の通知） 

第３０条 市長は、基準適合認定をしないことを決定したときは、地震に対する安

全性に係る認定をしない旨の通知書により、申請者に通知するものとする。 

（基準適合認定建築物に係る報告の徴収） 

第３１条 基準適合認定を受けた者は、法第２４条の規定により基準適合認定建築

物の地震に対する安全性に係る事項に関して報告を求められたときは、建築物状

況報告書を市長に提出しなければならない。 

（基準適合認定の取消し） 

第３２条 法第２３条の規定による基準適合認定の取消しは、認定取消し通知書に

より行うものとする。 

（認定等の証明） 

第３３条 基準適合認定建築物であることの証明を受けようとする者は、証明願の

正本及び副本を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の証明願が提出されたときは、証明を求められた内容が台帳の記

載事項と相違ないことを確認した上で、証明するものとする。 

第５章 区分所有建築物に係る認定 

（区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請に係る添付書類） 

第３４条 区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請に係る添付書類と

して、規則第６条第１項に規定する国土交通大臣が定める基準に適合していない

ことを証する書類は、法第２５条第２項に基づく認定を受けようとする区分所有



建築物に係る耐震診断の評価書の写しとする。 

２ 兵庫県が実施するわが家の耐震改修促進事業（住宅耐震改修計画策定費補助）

の補助金交付を受けて耐震診断を行い、耐震性がないことが明らかになった建築

物（技術指針事項に適合した耐震診断が行われたものに限る。）にあっては、当該

補助金の交付があったことを確認できる書類をもって前項の書類に代えることが

できる。 

（認定申請に係る図書） 

第３５条 法第２５条第２項の認定を受けようとする者は、木造の建築物又は木造

と木造以外の構造とを併用する建築物については省令別記第１７号様式による申

請書の正本及び副本並びに省令別記第６号様式による正本及び副本に、木造の構

造部分を有しない建築物については省令別記第１７号様式による申請書の正本及

び副本に、それぞれ次に掲げる書類を添えて、これらを市長に提出するものとす

る。 

 (1) 添付書類一覧（区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定） 

 (2) 省令第３３条第１項第１号に規定する図書のうち、付近見取図、配置図及び

各階平面図 

 (3) 外観写真 

 (4) 建築基準法第６条第１項又は同法第１８条第３項の規定により、当該建築物

に対して交付されたすべての確認済証の写し及びそれに係る検査済証の写し 

 (5) 建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６９号）第１８条第１項

（同法第６６条において準用する場合を含む。）の規定により当該認定の申請を

決議した集会の議事録の写し（同法第１８条第２項の規定により規約で別段の

定めをした場合にあっては、当該規約の写し及びその定めるところにより当該

認定の申請をすることを証する書類） 

 (6) 前条第１項に規定する評価書の写し又は同条第２項に規定する書類 

 (7) 耐震診断結果表 

 (8) 耐震診断の実施者の資格が確認できる書類 

 (9) 耐震診断の実施者が省令第５条第１項の規定による登録資格者講習を修了し

たことを確認できる書類 

（認定申請に係る追加説明） 

第３６条 市長は、前条に基づき提出される図書によって、法第２５条第２項の規



定による区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定（以下「要耐震改修認定」

という。）を受けようとする区分所有建築物が同項に規定する基準に適合している

ことを判断できない場合にあっては、申請者に追加の説明を求めることができる。 

（標準処理期間） 

第３７条 要耐震改修認定に係る審査の標準的な処理期間は、認定申請を受理した

日から１４日以内の期間とする。ただし、前条の規定により追加の説明等を求め、

回答があるまでの日数は当該処理期間に含まないものとする。 

（認定申請の取下げ） 

第３８条 申請者は、要耐震改修認定を受ける前に当該認定の申請を取り下げよう

とする場合は、認定申請取下げ届を市長に提出するものとする。 

（要耐震改修認定をしない旨の通知） 

第３９条 市長は、要耐震改修認定をしないことを決定したときは、認定をしない

旨の通知書により、申請者に通知するものとする。 

（要耐震改修認定建築物に係る報告の徴収） 

第４０条 要耐震改修認定建築物の区分所有者は、法第２７条第４項の規定により

当該建築物の地震に対する安全性に係る事項に関して報告を求められたときは、

建築物状況報告書を市長に提出しなければならない。 

（要耐震改修認定の取消し） 

第４１条 要耐震改修認定の取消しは、認定取消し通知書（要耐震改修認定）によ

り行うものとする。 

（認定等の証明） 

第４２条 要耐震改修認定建築物であることの証明を受けようとする者は、証明願

の正本及び副本を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の証明願が提出されたときは、証明を求められた内容が台帳の記

載事項と相違ないことを確認した上で、証明するものとする。 

   第６章 雑則 

（認定基準） 

第４３条 建築基準法第６条第１項に規定する建築基準関係規定に適合していない

建築物については、市長が特に支障がないと認める場合を除き、法第１７条第３

項、第２２条第２項又は第２５条第２項の規定に基づく認定を行わないものとす

る。 



   付 則 

この要綱は、平成２６年７月１日から施行する。 

 


